
 

 第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名   平成２５年度 第１回武蔵村山市生涯学習推進会議 

開 催 日 時 平成２５年６月１８日（火） 午後２時～午後４時 

開 催 場 所 中部地区会館 ４０３会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：栗原委員、佐々木委員、内野(伸)委員、右手委員、河原塚委員、 

原田委員、藤島委員、中澤委員、齊藤委員、長潟委員 

事務局：山田課長、古川主査、長堀主事 

議 題 議題  武蔵村山市の生涯学習団体に関する調査結果について 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

今回の意見を資料にまとめ、検討することとした。 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

 

議題  武蔵村山市の生涯学習団体に関する調査結果について 

 

議 長：議題 武蔵村山市の生涯学習団体に関する調査結果について、事

務局より説明をお願い致します。 

事務局：それでは、議題 武蔵村山市の生涯学習団体に関する調査結果につ

いて説明致します。 

    前回の会議で、KJ 法などで課題についての改善策を検討して行き、

報告書をまとめるということとなり、スムーズに行えるよう、課題

については事務局で事前に出すこととなっておりましたので、アン

ケートの自由記述から、多かった意見をとり上げて、課題として資

料に記載いたしました。 

    本日は、この課題についての確認と、課題について考えられる改善

策を御検討頂きたいと思っております。 

    本日委員の皆様から頂きました御意見を基に、報告書の「現在の問

題点、活動の活性化、推進のための課題」についてまとめ、次回、

御報告したいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

    まず、課題ですが８項目挙げさせて頂きました。 

    ● 活動場所の確保 

    ● 団体活動への支援（補助金・広報支援） 

    ● 駐車場の整備 

    ● 広い部屋、施設の増築 

 ● 備品の充実（カラオケ機材、ラジカセ、テレビ、机、ピアノ、お

もちゃ 等） 

別 紙 



    ● 設備の改善（空調、防音、網戸 等） 

 ● 会員の高齢化や減少 

    ○ 参加できるイベントの周知 

    以上が、自由記述から多かった意見をまとめて、事務局で課題とし

た内容です。 

    ８番目の「参加できるイベントの周知」については、市のイベント

に参加したことが無い理由として、「内容や様子が分からないの

で、参加するのが不安」「参加できることを知らなかった」「参加

してみたいが、参加の仕方が分からない」という意見が比較的多か

ったことから、課題として挙げさせて頂きました。 

    これらの課題以外にも、検討するべき事項がございましたら御意見

を頂きたいと思います。 

    その後、事前に御準備頂きました意見を、模造紙に貼って頂き、KJ

法で検討を進めて行きたいと思いますので、よろしくお願い致しま

す。 

議 長：ただいま事務局より説明がございました。現在８項目事務局で提示

して頂いておりますが、この内容についてはいかがでしょうか。 

委 員：事前にいただいた意見を基に、生涯学習の裾野を広げるための新し

い講座等の展開という意見を考えてきた。事務局に挙げて頂いた項

目に該当しないので、「新しい事業の展開」という項目を新たに設

けて頂きたい。 

事務局：その他多かった要望事項として「既存の団体の優遇をしてほしい」

「施設の無料化の継続をしてほしい」という意見がございました

が、優遇に関しては許可することのできない内容でありますし、施

設の無料化については、市の財政の問題となっておりますので、こ

こで検討する項目からは抜かしたいと考えております。 

委 員：アンケートの中で出た意見なので、生涯学習推進会議の中で検討

し、このようにまとまったという事を示した方がよいかと思う。 

事務局：それでは、この内容もふまえて、委員の皆様に御検討頂ければと思

います。 

議 長：それでは、事前にお配りしております付箋紙に一項目一つの意見を

お書き頂き、KJ 法でまとめて行きたいと思いますので、作業をよろ

しくお願い致します。 

    （KJ法の実施） 

委 員：全て実施するには時間がかかるので、次回までに内容をまとめて頂

き、検討事項とした方が良い。 

委 員：事務局として、本日出た意見に対し、対応可能、不可能等を「○△

×」等で示して頂き、事務局の方針について記載してほしい。 

議 長：本日の会議は以上となります。 

 

 



会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：   ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課   教育部 生涯学習スポーツ課 （内線：６５６） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


